
平 成 23 年 ７ 月 12 日 

東 京 電 力 株 式 会 社 

柏崎刈羽原子力発電所 

区分：Ⅲ 
 

号機 ５号機 

件名 原子炉建屋（非管理区域）における水漏れについて 

不適合の 

概要 

 

（事象の発生状況） 
定格熱出力一定運転中の５号機において、平成 23 年７月 12 日午前 0 時 50 分頃、

排水確認のパトロール中の当社社員が、原子炉建屋２階非常用ディーゼル発電機（高

圧炉心スプレイ系）室用送風機エリア＊１（非管理区域）の床面に、水が溜まってい

ることを発見しました。 

原子炉建屋３階にあるＭＧ／Ｚ給気処理装置*２から発生する凝縮水を地下１階に

あるサンプピット*3に排水する為の排水管に詰まりがあり、ここにつながる別の排水

口から漏えいする可能性があったため、予防措置として６月 17 日より仮設ポンプに

よる排水管理を行っており、これにあわせて３時間毎に凝縮水の排水状況の確認をパ

トロールにより実施しておりました。本日、当該ポンプに不具合が発生し、排水でき

ない状態となり、排水口から床面に凝縮水が約 375 リットルあふれ出たものと推定し

ました。 

 

 

（安全性、外部への影響） 

床面に溜まった水は凝縮水であり放射性物質は含まれておらず、本事象による外部

への放射能の影響はありません。 
 

*1 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系）室用送風機エリア 

  非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系）が設置してあるエリアに空気を

供給するための送風機が設置してあるエリア 

 

*2ＭＧ／Ｚ給気処理装置 

原子炉冷却材再循環ポンプの電源の周波数を変える装置が設置されている部屋

の換気を行うために、外気から取り入れた空気を所定の温度にするための部屋。 
 

*3 サンプピット 

空調から発生する凝縮水などを一時貯蔵する槽。 

安全上の

重要度／損

傷の程度 

＜安全上の重要度＞ 
 

安全上重要な機器等 ／ その他設備 

＜損傷の程度＞ 

□ 法令報告要 
■ 法令報告不要 
□ 調査・検討中 

対応状況 

 

床面に漏れた水の排水作業を行い、不具合のあった仮設ポンプを交換し、現在、排

水は問題なく行われております。 

尚、今後、再発防止対策について検討してまいります。 
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 ５号機原子炉建屋（非管理区域）における水漏れについて 
 

 

柏崎刈羽原子力発電所
屋外 

 

柏崎刈羽原子力発電所５号機 原子炉建屋 ２階 

 

発生場所 
（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心 

スプレイ系）室用送風機エリア） 

展望台
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平 成 23 年 ７ 月 12 日 

東 京 電 力 株 式 会 社 
柏崎刈羽原子力発電所 

区分：Ⅲ 

号機 １号機 

件名 
原子炉建屋（管理区域）配管スペース室内における 

放射性物質による汚染について 

不適合の 

概要 

（事象の発生状況） 
定格熱出力一定運転中の当所１号機において、巡視点検を終了した当社社員が管理

区域から退出するため退出モニタによる測定を実施したところ、作業服の左袖に放射

線管理区域からの退出基準をわずかに超える微量の放射性物質が付着していること

を確認しました。 

このため、当該社員の巡視点検経路の放射能測定を実施したところ、平成 23 年７

月 11 日午後０時 20 分頃、原子炉建屋地下１階の残留熱除去系配管スペース室＊１床

面に設置された２箇所の排水口付近で、社内で定める基準値＊２（４ベクレル／cm２）

を超える汚染（最大約 33 ベクレル／cm２）を確認しました。 

（安全性、外部への影響） 

同配管スペース室外への汚染の広がりがないことを確認しており、管理区域内のそ

の他のエリア等への放射性物質による汚染の拡大はなく、本事象による外部への放射

能の影響はありません。 

また、作業服に汚染が確認された当社社員については、汚染した作業服を脱いで管

理区域を退域しており、体内への放射性物質の取り込みおよび計画外の被ばくはあり

ませんでした。 

なお、今回確認した汚染（最大約 33 ベクレル／cm２）は、主要なラドン温泉３滴程

度（約３cc）が床面１cm２に付着した場合と同じレベルのものです。 

 
＊１ 残留熱除去系配管スペース室 

原子炉を停止した後に燃料の崩壊熱を除去したり、非常時に原子炉に水を注水する系

統である残留熱除去系の、配管や弁等を設置している部屋 
＊２ 基準値 

法令では、表面の汚染が４ベクレル／cm２を超えるまたは超えるおそれのあるところを

管理区域に設定することになっており、当社では、表面汚染密度がこれよりも十分低い

レベルから管理区域として設定し、管理している。今回、放射性物質による汚染を確認

した同配管スペース室内は、社内の汚染区分としてＢ区域としていたところ、４ベクレ

ル／ cm２を超える汚染を確認したもの。 
    なお、社内基準値は以下のとおり。 

法令の区分 社内の汚染区分 表面汚染レベル 

Ａ区域 汚染のおそれのない区域 

Ｂ区域 
汚染を４ベクレル／cm２未満としているエリア 

（今回汚染が確認されたエリア） 

Ｃ区域 汚染を 40ベクレル／cm２未満としているエリア 

管理区域 

（物の表面の汚染が４ベク

レル／cm２を超えるまたは

超えるおそれのあるとこ

ろ） Ｄ区域 汚染が 40ベクレル／cm２以上のエリア 

安全上の

重要度／損

傷の程度 

＜安全上の重要度＞ 
 

安全上重要な機器等 ／ その他設備 

＜損傷の程度＞ 

□ 法令報告要 
■ 法令報告不要 
□ 調査・検討中 

対応状況 

同配管スペース室の社内の汚染区分をＣ区域に設定するとともに、今後、速やかに

床面２箇所の排水口付近で確認された放射性物質の拭き取り清掃を行います。 

また、放射性物質で汚染していた原因について調査を行います。 
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原子炉建屋（管理区域）配管スペース室内における放射性物質による汚染について 
 

 

柏崎刈羽原子力発電所 
屋外 

 
柏崎刈羽原子力発電所１号機 原子炉建屋 地下１階 

  
展望台 

 

発生場所 
残留熱除去系配管スペース室 
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平成 23 年７月 19 日 

東 京 電 力 株 式 会 社 

柏崎刈羽原子力発電所 

区分：Ⅲ 

場所 １号機 

件名 タービン建屋付近（屋外）における病人の発生について 

不適合の 

概要 

平成 23 年７月 15 日午後３時 40 分頃、１号機タービン建屋付近（屋外）において足場

材等の移動作業に従事していた協力企業作業員が作業中に気分が悪くなり、構内にある

協力企業事務所へ移動し休憩していました。その後も体調が回復しなかったことから、

午後４時 35 分頃、業務車にて病院へ搬送しました。なお、当該作業員の意識はありまし

た。 

安全上の重

要度／損傷

の程度 

＜安全上の重要度＞ 

 
安全上重要な機器等 ／ その他設備 

＜損傷の程度＞ 

□ 法令報告要 
■ 法令報告不要 
□ 調査・検討中 

対応状況 

診察の結果、軽度熱中症と診断されました。 
作業員の体調管理のため、今後とも休憩や適度な水分および塩分の補給を心がけるよ

う注意喚起を行います。 
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１号機タービン建屋付近（屋外）における病人の発生について 

柏崎刈羽原子力発電所 屋外 

展望台

１号機 

タービン建屋 

１号機 

原子炉建屋 

２号機 

原子炉建屋 

２号機 

タービン建屋 

病人発生場所 

１･２号機排気筒

柏崎刈羽原子力発電所１号機 屋外 
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原子力発電所等の外部電源の信頼性確保に係る 

開閉所等の地震対策に関する報告書の 

経済産業省原子力安全・保安院への提出について 

 

平成 23 年７月７日 

東京電力株式会社 

 

当社は、平成 23 年６月７日、経済産業省原子力安全・保安院より、「原子力発電所

等の外部電源の信頼性確保に係る開閉所等の地震対策について」の指示文書＊を受領

いたしました。 

（平成 23 年６月７日、お知らせ済み） 

 

 その後、指示文書に基づき、当社原子力発電所の開閉所等の電気設備が機能不全と

なる倒壊、損傷等が発生する可能性についての影響評価等に関する検討状況をとりま

とめ、本日、同院へ報告いたしましたので、お知らせいたします。 

 

以 上 

 

○添付資料 

原子力発電所等の外部電源の信頼性確保に係る開閉所等の地震対策について（報

告） 

 

 

＊ 指示文書 

「原子力発電所等の外部電源の信頼性確保に係る開閉所等の地震対策について（指示）」 

（平成 23・06・07 原院第１号） 

 

 原子力安全・保安院（以下「当院」という。）は、平成 23 年４月 15 日付け平成 23・04・15 原

院第３号による、原子力発電所及び再処理施設（以下「原子力発電所等」という。）の外部電源

の信頼性確保についての指示に係る報告を、同年５月 16 日に各一般電気事業者等から受け、本日、

当該報告に対する評価を行いました。 

また、同年５月 16 日付け平成 23・05・16 原院第 7 号による、福島第一原子力発電所内外の電

気設備に係る被害原因等についての報告を、同年５月 23 日に東京電力株式会社から受けました。

当該報告によると、同発電所内の開閉所における同発電所第１号機及び第２号機に係る遮断器等

が、地震によって損傷を受けたとされています。 

 これらの評価及び報告を踏まえ、外部電源の信頼性を確保する観点から、当院は、一般電気事

業者等に対して、下記の事項について実施することを求めます。また、その実施状況について、
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平成 23 年 7 月 7 日までに当院に報告することを求めます。 

 

記 

 

１．平成 23 年東北地方太平洋沖地震により東京電力株式会社福島第一原子力発電所において観測

された地震観測記録の分析結果を踏まえ、一般電気事業者等の原子力発電所等において開閉所

等の電気設備が機能不全となる倒壊、損傷等が発生する可能性についての影響評価。 

  なお、この評価に当たっては、基準とする開閉所等に係る地表面における地震力を各原子力

発電所等において設定し、電気設備に生ずる応力を解析により求め、当該電気設備の構造強度

との比較により評価を行うこと。 

 

２．上記１．において機能不全となる倒壊、損傷等が発生する可能性があると評価された場合、

当該設備に対する地震対策の策定 
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原子力発電所等の外部電源の信頼性確保に係る開閉所等の 

地震対策について（報告） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２３年７月７日 

東京電力株式会社 
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１． はじめに 

平成２３年３月１１日の東北地方太平洋沖地震による揺れで，福島第一原子力発電所内

の開閉所における空気遮断器等に損傷が発生したことを受け，平成２３年６月７日に発出さ

れた経済産業省原子力安全・保安院指示文書「原子力発電所等の外部電源の信頼性確保

に係る開閉所等の地震対策について（指示）」（平成23・06・07 原院第1号）に基づき，当社，

原子力発電所の開閉所等の電気設備が機能不全となる倒壊，損傷等が発生する可能性に

ついての影響評価等について，検討状況を報告するものです。 

 

２． 指示事項 

（１） 平成２３年東北地方太平洋沖地震により東京電力株式会社福島第一原子力発電所

において観測された地震観測記録の分析結果を踏まえ，一般電気事業者等の原子力

発電所等において開閉所等の電気設備が機能不全となる倒壊，損傷等が発生する可

能性についての影響評価 

なお、この評価に当たっては、基準とする開閉所等に係る地表面における地震

力を各原子力発電所等において設定し、電気設備に生ずる応力を解析により求め、

当該電気設備の構造強度との比較により評価を行うこと。 

（２） 上記（１）において機能不全となる倒壊，損傷等が発生する可能性があると評価された

場合，当該設備に対する地震対策の策定 

 

３． 東北地方太平洋沖地震による福島第一原子力発電所の設備損傷状況と地震観測結

果の分析 

（１） 東北地方太平洋沖地震による福島第一原子力発電所の設備損傷状況 

平成２３年３月１１日１４時４６分に発生した東北地方太平洋沖地震により，福島第一原

子力発電所の１号機用大熊線１号線受電用遮断器及び２号機用大熊線２号線受電用

遮断器・断路器に被害が発生した。 

 

（２） 東北地方太平洋沖地震による福島第一原子力発電所の地震観測結果の分析 

前述の遮断器等の設置箇所における加速度の観測記録はないものの，福島第一原

子力発電所の原子炉建屋基礎版上でＮＳ方向，ＥＷ方向，ＵＤ方向の最大加速度（ガ

ル）として，１号機では 258～460，２号機では 302～550 という数値が観測されている。ま

た，自由地盤系地表面ではＮＳ方向，ＥＷ方向，ＵＤ方向の最大加速度（ガル）として，

南地点では 326～600，北地点では 239～699 という数値が観測されている。 

 

４． 当社の影響評価対象設備について 

今回の福島第一原子力発電所の１号機及び２号機の遮断器等の損傷を踏まえ，当社原

子力発電所における同様の開閉所設備について影響評価を行う（表１）。また，原子力発電

所においては，開閉所設備で受電した後に電圧を変換する変圧器があり，これについても

大型機器であることから，地震による強い加震力を想定した場合に倒壊，転倒しないことに

ついても同様に評価することとした（表２）。 
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表１ 当社原子力発電所の開閉所設備における影響評価対象設備について 

発電所 号 機 電圧階級 仕様 

500kV GIS 

154kV 気中遮断器(ガス) 

柏崎刈羽 

原子力発電所 

１～７号機 

66kV GIS 

500kV GIS 

500kV 気中遮断器(空気) 

66kV GIS 

福島第二 

原子力発電所 

１～４号機 

66kV 気中遮断器(ガス) 

 

表２ 当社原子力発電所の変圧器設備における影響評価対象設備※について 

発電所 号 機 変圧器名称 電圧 

１号高起動変圧器（１号機） 500/66kV 

２号高起動変圧器（５号機） 500/66kV 

３号高起動変圧器（４号機） 500/66kV 
１～７号機 

予備変圧器 154/66kV 

低起動変圧器(A) 66/6.9kV 
１号機 

低起動変圧器(B) 66/6.9kV 

低起動変圧器(A) 66/6.9kV 
３号機 

低起動変圧器(B) 66/6.9kV 

低起動変圧器(A) 66/6.9kV 
５号機 

低起動変圧器(B) 66/6.9kV 

低起動変圧器(A) 66/6.9kV 

柏崎刈羽 

原子力発電所 

６号機 
低起動変圧器(B) 66/6.9kV 

１～４号機 高起動変圧器 500/66kV 

低起動変圧器(A) 66/6.9kV 
1 号機 

低起動変圧器(B) 66/6.9kV 

低起動変圧器(A) 66/6.9kV 

福島第二 

原子力発電所 

３号機 
低起動変圧器(B) 66/6.9kV 

※外部電源受電に必要な変圧器を対象としている。     

                     

５．開閉所設備等の影響評価手法 

原子力発電所においては，開閉所設備と変圧器は耐震重要度上 C クラスであり，一般産

業施設と同等の耐震性を保持すれば良いという位置づけである。しかし，今回福島第一原

子力発電所で観測された地震波形の応答スペクトルにおいて，がいし設備の共振領域であ

る０．５Ｈｚ～１０Ｈｚ程度にピークが確認されたことから，従来より，地震の応答スペクトルとそ

れに対する機器の共振も考慮している JEAG5003（変電所等における電気設備の耐震設計

指針）による評価をまずは実施し，設計上の裕度を確認することとした。 
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(1) 開閉所設備 

開閉所設備は，機器下端には 3m/s2共振正弦３波を入力し，動的評価を実施している。  

これは地表面への 3m/s2共振正弦２波入力に，基礎の存在による加速度増倍率 1.2 と鉛

直加速度，接続導体等による不確定要因 1.1 を考慮し従来から一般的に使用している３

波に換算したものである。 

地表表面加速度として想定している 3m/s2については，過去７５年の地震の９８％程度

を包絡している。一方，地表面への共振正弦２波入力に相当する応答倍率 4.7 では，

過去の大規模地震データの約９３％程度を包絡しており，共振正弦 3 波入力に相当す

る応答倍率 6.1 であれば，ほぼ全てのデータが含まれている。 

 

(2) 変圧器設備 

JEAG5003 では，静的 5m/s2の入力で倒壊しない（基礎ボルトがせん断しない）ことを評

価している。 

東北地方太平洋沖地震による福島第一原子力発電所の地震観測結果では，原子炉

建屋基礎版上の最大加速度（ガル）として，１号機では 258～460gal，２号機では 302～

550gal，自由地盤系地表面では 239～699galだったものの，変圧器本体は固有振動数

が 15Hz以上と高く，地震観測結果の加速度のピークからは外れていることから，静的 5 

m/s2を評価に用いることとしている。 
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６．評価状況 

４項で抽出した当社原子力発電所における開閉所設備，変圧器設備について，

JEAG5003 の手法による評価上の裕度を表３，４に示す。 

 

表３ 当社原子力発電所の開閉所設備に対する評価状況について 

発電所 号機 電圧階級 仕様 裕度※ 評価部位※ 

500kV GIS 3.80 ブッシング 

154kV 気中遮断器(ガス) 2.20 ブッシング 
柏崎刈羽 

原子力発電所 
１～７号機 

66kV GIS 2.30 タンク 

500kV GIS 2.04 ブッシング 

500kV 気中遮断器(空気) 2.10 中間碍子 

66kV GIS 3.00 タンク 

福島第二 

原子力発電所 
１～４号機 

66kV 気中遮断器(ガス) 2.70 架台 

※ 裕度の最も小さい評価部位を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ ５００ｋV 気中遮断器（空気）に対する JEAG5003 の評価部位 

 

補助遮断部 遮断部
遮断部中間碍子

評価部位 
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表４ 当社原子力発電所の変圧器設備に対する評価状況について 

発電所 号機 変圧器名称 電圧 裕度 評価部位 

１号高起動変圧器 500/66kV 5.00 基礎固定部

２号高起動変圧器 500/66kV 5.62 基礎固定部

３号高起動変圧器 500/66kV 5.62 基礎固定部

予備変圧器 154/66kV 3.90 基礎固定部

１号低起動変圧器(A) 66/6.9kV 3.40 基礎固定部

１号低起動変圧器(B) 66/6.9kV 3.40 基礎固定部

３号低起動変圧器(A) 66/6.9kV 3.40 基礎固定部

３号低起動変圧器(B) 66/6.9kV 3.40 基礎固定部

５号低起動変圧器(A) 66/6.9kV 3.40 基礎固定部

５号低起動変圧器(B) 66/6.9kV 3.40 基礎固定部

６号低起動変圧器(A) 66/6.9kV 3.40 基礎固定部

柏崎刈羽 

原子力発電所 
１～７号機 

６号低起動変圧器(B) 66/6.9kV 3.40 基礎固定部

高起動変圧器 500/66kV 1.06 基礎固定部

１号低起動変圧器(A) 66/6.9kV 1.65 基礎固定部

１号低起動変圧器(B) 66/6.9kV 1.65 基礎固定部

３号低起動変圧器(A) 66/6.9kV 2.00 基礎固定部

福島第二 

原子力発電所 

１～４号機 

 

３号低起動変圧器(B) 66/6.9kV 2.00 基礎固定部

※裕度の最も小さい評価部位を記載する。 

 

 

 

 

 

 
地震力⇒ 

 

 

 

 

 
評価部位

 

 

図２ 変圧器評価の概念図 
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ここで，評価結果の裕度に対する見方であるが，開閉所設備については，５-（１）におけ

る応答倍率 6.1 で過去の地震データをほぼ含んでいることを踏まえ，現在の評価結果にお

いて，裕度が 1.3 以上であれば，過去の大規模地震を考慮しても，機能不全となる倒壊，損

傷等が発生する可能性は低いものと見なすことができる。また，変圧器については５-（２）に

おいて，固有振動数を外れていることから裕度が 1.0 以上であれば，機能不全となる倒壊，

損傷等が発生する可能性は低いものと見なすことができる。 

 

 

７．今後の対応について 

今回，開閉所設備と変圧器については，JEAG5003-2010 の手法にて評価した。 

今後，福島第一原子力発電所の１号機，２号機における遮断器等の損傷については，応

答スペクトルと損傷モード等，不明な点もあることから，表５に示すスケジュールにて，耐

震解析による損傷原因の評価を実施する。 

この評価で得られた１／２号開閉所の地震波形や解析評価の結果を踏まえて，必要

な影響評価を追加実施する。評価の結果，対策が必要と判断された設備については，

必要な対策を立案実施する。 
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表５ 今後の評価スケジュール 

項 目 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

①開閉所地点に 
おける地震動推定 

       

②電気設備解析 
モデルの作成 

       

③耐震解析 

       

④損傷原因の評価 

       

 

 

 ①福島第一原子力発電所地点における地震動推定 

解析にあたっては，損傷が確認された遮断器の設置箇所である１／２号機超高

圧開閉所の観測データがないことから，近接する観測点の観測記録から地震波形

を推定する。福島第一原子力発電所における地震観測点の配置を，図３に示す。 

 １／２号機超高圧開閉所に最も近い自由地盤系観測点は，地震観測室（南地点）

であることから，同観測点における観測記録より，１／２号機超高圧開閉所にお

ける地震波形を推定する。 

 

 ②電気設備解析モデルの作成 

 解析にあたり，電気設備の構造を模擬した解析モデルを作成する。解析モデル

は，複数個の集中質量とばねとの組み合わせで模擬する。 

 

③耐震解析 

 ①で推定した地震波形を，②で作成した解析モデルに入力して耐震解析を行う。

耐震解析により，機器の各部に加わる応力を算出する。 

 

 ④損傷原因の評価 

③耐震解析で算出した各部に加わる応力と，機器の設計上の強度とを比較する

とともに，実際の被害状況も踏まえ，機器損傷原因の評価を行う。また，耐震解

析の結果と，JEAG5003 の手法による評価との比較を行う。 

以 上 
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N
 

0
5
0
0m

自由地盤系／地震観測室（北地点） 

自由地盤系／地震観測室（南地点）

：地震観測点 

磁北 

θ=6°35′ 
真北 ≒ プラントノース(P.N) 

6 号機※ 5 号機 1 号機 2 号機 3 号機 4 号機

※６号機では，建屋周辺地盤においても観測を実施。

1/2 号機超高圧開閉所

図３ 福島第一原子力発電所における地震観測点の配置 
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平成23年７月14日 

 

 

東 京 電 力 株 式 会 社 

柏崎刈羽原子力発電所 

 

 

福島第一原子力発電所緊急時作業に伴う柏崎刈羽原子力発電所からの 
応援派遣者の被ばく線量の評価状況について 

 

 

 ７月13日プレスリリース「福島第一原子力発電所緊急時作業に伴う作業者の

被ばく線量の評価状況について（続報４）」とあわせ、参考情報として柏崎刈羽

原子力発電所からの応援派遣者の被ばく線量の評価状況をお知らせします。 
 

 

 

「福島第一原子力発電所緊急時作業に伴う作業者の被ばく線量の評価状況に

ついて（続報４）」 
 

 ・別紙「被ばく線量の分布等について＜全社および柏崎刈羽原子力発電所 
からの応援派遣者分＞」 

 

 

以 上 
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別 紙 
 
 

被ばく線量の分布等について 

＜全社および柏崎刈羽原子力発電所からの応援派遣者分＞ 

 
【今回の集計範囲】  

３月に福島第一原子力発電所の緊急作業に従事実績のある作業者＊ 

・全社からの応援派遣者：全 3,538 名 

・柏崎刈羽原子力発電所からの応援派遣者：全 293 名 

  

（＊）福島第一原子力発電所構外での作業に従事した作業者については、集

計の対象外とする。 

 

１．外部被ばく線量 

  ３月に福島第一原子力発電所の緊急作業に従事実績のある作業者における

外部被ばく線量の分布を表１に示す。 

 
表１．                              （名） 

東電社員 協力企業 計 
区分(mSv) 

全社 
うち柏崎 

からの応援
全社 

うち柏崎 

からの応援
全社 

うち柏崎 

からの応援

250 超え       0 0       0 0       0 0 

200 超え～250 以下       0 0       0 0       0 0 

150 超え～200 以下       6 0       3 0       9 0 

100 超え～150 以下      22 0       8 1      30 1 

50 超え～100 以下     107 0      56 5     163 5 

20 超え～ 50 以下     266 34     142 0     408 34 

10 超え～ 20 以下     558 155     322 0     880 155 

10 以下     693 98   1,588 0   2,281 98 

計   1,652 287   2,119 6   3,771 293 
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 2

別 紙 
 
 
２．内部被ばく線量 

  ３月に福島第一原子力発電所の緊急作業に従事実績のある作業者における

内部被ばく線量の分布を表２に示す。 

 

表２．                              （名） 

東電社員 協力企業 計 
区分(mSv) 

全社 
うち柏崎 

からの応援
全社 

うち柏崎 

からの応援
全社 

うち柏崎 

からの応援

250 超え       5 0       0 0       5 0 

200 超え～250 以下       1 0       0 0       1 0 

150 超え～200 以下       1 0       0 0       1 0 

100 超え～150 以下       5 0       0 0       5 0 

50 超え～100 以下      51 0      37 0      88 0 

20 超え～ 50 以下     174 0      82 2     256 2 

10 超え～ 20 以下     380 14     220 3     600 17 

10 以下   1,016 273   1,566 1   2,582 274 

計   1,633 287   1,905 6   3,538 293 

 
３．外部被ばく線量と内部被ばく線量の合算値 

３月に福島第一原子力発電所の緊急作業に従事実績のある作業者における

内部被ばく線量に外部被ばく線量を加算した値の分布を表 3 に示す。 

 
表 3．                              （名） 

東電社員 協力企業 計 
区分(mSv) 

全社 
うち柏崎 

からの応援
全社 

うち柏崎 

からの応援
全社 

うち柏崎 

からの応援

250 超え       6 0       0 0       6 0 

200 超え～250 以下       1 0       2 0       3 0 

150 超え～200 以下      12 0       2 0      14 0 

100 超え～150 以下      72 0      16 1      88 1 

50 超え～100 以下     195 1     106 5     301 6 

20 超え～ 50 以下     504 53     309 0     813 53 

10 超え～ 20 以下     489 138     428 0     917 138 

10 以下     354 95   1,042 0   1,396 95 

計   1,633 287   1,905 6   3,538 293 

 
以 上 
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九州電力株式会社玄海原子力発電所第３号機の原子炉建屋及び原子炉補助建屋

の耐震安全性評価における入力データの誤りを踏まえた対応に係る 

経済産業省原子力安全・保安院からの指示文書受領について        

 

平成 23 年７月 22 日 

東京電力株式会社 

 

 

当社は、平成 23 年７月 22 日、経済産業省原子力安全・保安院より、「九州電

力株式会社玄海原子力発電所第３号機の原子炉建屋及び原子炉補助建屋の耐震

安全性評価における入力データの誤りを踏まえた対応について（指示）」＊の指

示文書を受領いたしました。 

 

当社といたしましては、この指示文書に基づき、入力データに誤りがないこと

のチェック体制について再点検を行い、その結果を平成 23 年８月 22 日までに

同院へ報告いたします。 

 

以 上 

 

＊ 九州電力株式会社玄海原子力発電所第３号機の原子炉建屋及び原子炉補助建屋の耐震

安全性評価における入力データの誤りを踏まえた対応について（指示）        

 

（平成 23・07・22 原院第１号） 

 

 平成２３年７月 22 日に、九州電力株式会社から、平成１８年９月 20 日付け「「発電用原

子炉施設に関する耐震設計審査指針」等の改訂に伴う既設発電用原子炉施設の耐震安全性

の評価等の実施について」（平成 18・09・19 原院第６号）において指示を行った耐震安全

性評価について、同社玄海原子力発電所第３号機の原子炉建屋及び原子炉補助建屋におけ

る入力データの一部に誤りがある旨の報告を受けました。 

当該報告によると、原子炉建屋の地震応答解析モデル（鉛直方向）の質点重量のうち、

標高 28 メートルに設置されている復水タンク上屋の屋上について、本来は 2.60×104ｋN

と入力すべきところを、一桁小さい 2.60×103ｋNが入力されていたとしています。また、

原子炉補助建屋地震応答解析モデル（水平方向）における基礎側方地盤水平ばねについて、

本来は 2．66×107ｋN/mと入力すべきところを、２倍となる 5．32×107ｋN/mが入力されて

おり、同様に回転ばねについても、本来は 3．75×107ｋN/mと入力すべきところを、２倍と

なる 7．50×107ｋN/mが入力されていたとしています。 
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 原子力安全・保安院（以下「当院」という。）としては、今回の同社による玄海原子力発

電所第３号機の耐震安全性評価における入力データの誤りを踏まえ、同社が解析を委託し

た会社と同じ会社に解析を委託した原子力事業者は、同様の誤りがないか調査し、解析を

委託した会社が異なる原子力事業者は、入力データに誤りが無いことのチェック体制につ

いて再点検を行い、その結果を平成 23 年８月 22 日までに当院に対し報告することを指示

します。 
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当社福島第一原子力発電所における事故を踏まえた既設発電用原子炉施設の 

安全性に関する総合評価に係る指示文書の受領について 

 

平成 23 年７月 22 日 

東京電力株式会社 

 

 本日、当社は、経済産業省原子力安全・保安院より、「東京電力株式会社福島第一

原子力発電所における事故を踏まえた既設の発電用原子炉施設の安全性に関する総

合評価の実施について（指示）」の指示文書＊を受領いたしました。 

 

当社は、このたびの指示に基づき、柏崎刈羽原子力発電所ならびに建設中の東通原

子力発電所の安全性に関する総合的評価を行い、その結果について、同院へ報告いた

します。 
 

以 上 

 

＊ 指示文書 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所における事故を踏まえた既設の発電用原子炉施設の

安全性に関する総合評価の実施について（指示） 

（平成 23・07・20 原院第１号） 

 

平成 23 年７月６日、原子力安全委員会委員長班目春樹より経済産業大臣海江田万里に対し、

「東京電力株式会社福島第一原子力発電所における事故を踏まえた既設の発電用原子炉施設の

安全性に関する総合的評価に関する報告について」（平成 23 年７月６日付け 23 安委決第７号）

により、既設の発電用原子炉施設について、設計上の想定を超える外部事象に対する頑健性に

関して、総合的に評価を行うことが要請され、また、原子力委員会及び原子力安全委員会設置

法第 25 条の規定に基づき、このための総合的な評価手法及び実施計画を作成し、原子力安全委

員会（以下「安全委員会」という）に対して報告するよう要請がありました。 

また、同月 11 日には、内閣官房長官枝野幸男、経済産業大臣海江田万里及び内閣府特命担当

大臣細野豪志の連名により、「我が国原子力発電所の安全性の確認について」が公表され、安

全性に関する総合評価は一次評価と二次評価により行うこととされたところです。 

これらを受けて、原子力安全・保安院（以下「当院」という。）は、安全委員会に対し、同

月 15 日と昨日の二度にわたり評価手法及び実施計画案を報告し、昨日安全委員会の了承を得ま

した。 

つきましては、貴社に対して、別添の「東京電力株式会社福島第一原子力発電所における事

故を踏まえた既設の発電用原子炉施設の安全性に関する総合的評価に関する評価手法及び実施

計画」に基づき、発電用原子炉施設の安全性に関する総合的評価を行い、その結果について、

当院に対して報告することを求めます。 

なお、当院は報告内容を確認した後、安全委員会に報告し、その妥当性の確認を求めること

としています。 
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平成 23 年７月 22 日 

 

柏崎刈羽原子力発電所７号機の保全計画の届出について 

 
当社は、経済産業省令＊１にもとづき、経済産業省へ柏崎刈羽原子力発電所７号機

の第10保全サイクル＊２に関する保全計画の届出を行いました。 

 

これは、原子力発電設備の保全活動の充実に係る検査制度の導入にともない、保

安規程＊３に同号機の保全計画を定めたものであり、運転期間を13ヶ月として、機器

の点検計画、取替えおよび改造計画、定期検査時の安全管理等を策定しております。 

 

現在、当所におきましては、安全を第一に、災害の未然防止に努め、点検復旧作

業や耐震強化工事、津波対策などを進めておりますが、今後も、原子力発電施設に

対する保全活動を充実させることで、プラント全体の信頼性をより一層向上させて

まいります。 

 

以 上 

 

＊１ 経済産業省令 

   平成21年１月１日に施行され、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部改正に併

せ、電気事業法施行規則の一部が改正されたもの。主な改正点は以下の項目。 

   ・ 保安規程の記載事項についての整理（原子力発電工作物に求める保安規程の記載事項と、

他の事業用電気工作物に求める保安規程の記載事項を区別し、当該区別毎に届出。第50条） 

   ・ 保全活動の充実（保全計画の届出、および予防保全の徹底。第50条、第94条の３） 

   ・ 定期検査の時期の適正化（第91条） 

 

＊２ 第10保全サイクル 

第10回定期検査開始日から第11回定期検査開始日の前日までの期間。 

 

＊３ 保安規程 

事業用電気工作物の工事、維持および運用に関する保安について、電気事業法第42条にもとづ

き、事業者自らが基本的な事項を定めて、国に届け出ているもの。 

保安規程は、事業用電気工作物の種類ごと[電気事業用電気工作物（原子力発電工作物を除く）]

と[電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）]に定めている。 

また、保全計画は平成21年４月１日以降に定期検査を開始するプラント毎に、順次、保安規程

[電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）]の別紙として定めることとしている。 
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地域住民からの意見聴取のために国が主催したシンポジウム等での 

特定の意見表明を要請した事実の有無に関する調査結果の 

経済産業省資源エネルギー庁への報告について 

 

平成 23 年７月 29 日 

東京電力株式会社 

 

当社は、平成 23 年７月 14 日、経済産業省資源エネルギー庁より、「地域住民から

の意見聴取のために国が主催したシンポジウム等での特定の意見表明を要請した事

実の有無に関する調査について」＊を受領しましたが、本日、調査結果を同庁に報告

いたしましたので、お知らせいたします。 

 

以 上 

 

○ 添付資料 

地域住民からの意見聴取のために国が主催したシンポジウム等での特定の意見 

表明を要請した事実の有無に関する調査結果について（ご報告） 
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＊「地域住民からの意見聴取のために国が主催したシンポジウム等での特定の意見表明を要請し

た事実の有無に関する調査について」 

（平成 23・07・14 資庁第２号） 

 

今月６日、九州電力株式会社（以下「九州電力」という。）から報告があり、先月26日に開催

した経済産業省主催の佐賀県民向け説明番組に際し、九州電力が協力会社等に対してネット参加

を呼び掛け、玄海原子力発電所の再起動に賛成する立場からの意見表明を行うよう要請していた

ことが判明しました。これを受け、経済産業省においては、同日、九州電力社長に対して厳重注

意を行うとともに、徹底的な原因究明を行い、再発防止策と併せて報告するよう指示し、本日、

九州電力より調査結果の報告を受けました。 

九州電力に対しては、本日、今回の報告に含まれていない、地元住民の意見聴取等を目的とし

て過去開催された国のシンポジウム等における同様の働きかけの有無について調査を求めたとこ

ろですが、九州電力以外の電力会社においても、同様の働きかけが行われていたか否かの状況を

把握する必要があると考えます。 

つきましては、過去５年間、貴社が計画する原子力発電所の建設等について、地元首長の意思

決定を行うために開催された国（経済産業省）主催のシンポジウム等（別紙参照）について、以

下の調査を行い、その結果を７月29日までに報告するよう求めます。 

１） 貴社が影響力を行使しうる者（貴社の社員、関連企業等）に対し、何らかの情報提供

あるいは要請を行った事実があるか。また、仮にあるとすれば、その内容及び方法。 

２） 上記１）に該当する場合、第三者の立場を装って特定の意見を表明するよう要請した

事実の有無。 
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（別紙） 

過去に実施したシンポジウム等（５年分） 

 

年度 事業名称 実施状況 

19 年度 

（2007） 
中越沖地震に係る柏崎刈羽原発住民説明会 

１／12 新潟県柏崎市 

３／１ 新潟県刈羽村 

中越沖地震に係る柏崎刈羽原発住民説明会 

４／19 新潟県長岡市 

５／24 新潟県新潟市 

６／28 新潟県刈羽村 

７／30 新潟県柏崎市 

９／27 新潟県柏崎市 

11／７ 新潟県刈羽村 

12／７ 新潟県柏崎市 

１／31 新潟県柏崎市 

２／17 新潟県柏崎市 

20 年度 

（2008） 

柏崎市との共催による住民説明会 
３／７～３／10 に６回 新潟

県柏崎市 

中越沖地震に係る柏崎刈羽原発住民説明会 

５／24 新潟県刈羽村 

６／11 新潟県柏崎市 

７／４ 新潟県柏崎市 

10／21 新潟県柏崎市 

21 年度 

（2009） 

柏崎市との共催による住民説明会 
７／20，７／23 に３回 新潟

県柏崎市 

中越沖地震に係る柏崎刈羽原発住民説明会 
４／21 新潟県刈羽村 

８／31 新潟県柏崎市 22 年度 

（2010） 
柏崎市との共催による住民説明会 ５／10 新潟県柏崎市 
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地域住民からの意見聴取のために国が主催した 

シンポジウム等での特定の意見表明を要請した事実の有無 

に関する調査結果について（ご報告） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２３年７月２９日 

東京電力株式会社 
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１．調査概要 

 (1) 調査期間 

   平成２３年７月１５日（金）～７月２８日（木） 

 

(2) 調査体制 

コンプライアンス部門や原子力・立地部門等，関係各部が連係して実施。 

 

 (3) 調査対象シンポジウム等 

過去５年間，東京電力株式会社（以下，「当社」）が計画する原子力発電所の建設

等について，地元首長の意思決定を行うために開催された国（経済産業省）主催

のシンポジウム等（以下，「調査対象シンポジウム等」）。（別添資料参照） 

 

(4) 調査方法・内容 

   ①当社社員に対する調査 

    ■質問票による調査 

    ○対象者 

      平成２０年１月以降の本店原子力・立地本部及び柏崎刈羽原子力発電所の

課長級以上経験者 計２７５名 

 

     ○質問内容 

      ・社員・協力企業等に対して，調査対象シンポジウム等について，情報提

供又は出席要請を行った（又は受けた）ことがあるか。ある場合，その

目的や方法等。 

・上記に該当する場合，特定の意見を表明すること又は第三者の立場を装

って特定の意見を表明することを要請した（又はされた）ことがあるか。

ある場合，その目的や方法等。 

 

■聴き取り調査 

○対象者 

上記の質問票による調査対象者のうち，調査対象シンポジウム等に関して

業務上関わりの深い部門（総務・広報・立地部門等）の課長級以上経験者

及び出席要請を行った（又は受けた）ことがあると回答した者 

計７１名 

 

     ○聴き取り内容 

      ・社員・協力企業等に対して，調査対象シンポジウム等について，情報提

供又は出席要請を行った（又は受けた）ことがあるか。ある場合，その

目的や方法等。 

      ・シンポジウム等への社員の出席・傍聴の目的や出席状況等。 

 ・特定の意見を表明すること又は第三者の立場を装って特定の意見を表明

するよう要請したことがあるか。ある場合，その目的や方法等。 
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   ②協力企業関係者に対する調査 

■聴き取り調査 

○対象者 

・柏崎刈羽原子力発電所の構内協力企業２５社の所長又は事務長 

計４４名 

 

     ○聴き取り内容 

      ・当社から調査対象シンポジウム等の開催に関して情報提供を受けたこと

があるか。ある場合，その内容や方法等 

・当社から，関係者等に情報提供すること又は出席することを要請された

ことはあるか。ある場合，その内容や方法等 

・当社からの出席要請があった場合，特定の意見などを発言するように要

請されたことはあるか。ある場合，その内容や方法等 

 

   ③書類及び電子データの調査 

    ○対象書類・電子データ及び調査内容 

・発電所内イントラネット内の文書 

「所員へのお知らせ」コーナーの掲載記録（計８，３６４件）を全数確認。 

 

・発電所広報部門における調査対象シンポジウム等に関わる書類及び電子デ

ータ 

広報部門が保有する調査対象シンポジウム等に関わる文書保存ファイル

（計３冊）及び広報部門の共用ハードディスク（計７６ファイル）を確認。 

 

     ・協力企業との情報連絡会議の議事録及び配布資料 

協力企業の所長・事務長等が参加する情報連絡会の議事録及び配布資料

（計１，２３７頁）を全数確認。 

 

・協力企業向け配布文書（あいさつチラシ） 

協力企業に毎月配布している「あいさつチラシ」（計４１６頁）を全数確

認。 
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２．調査結果 

 ①当社社員に対する調査結果 

■質問票による調査結果 

   ○対象者２７５名のうち，社員・協力企業等に対して，調査対象シンポジウム

等について，情報提供を行った（又は受けた）ことがあると回答したのは，

１４９名（うち社員に対して１２６名，協力企業等に対して２３名）。 

    ○社員・協力企業等に対して，調査対象シンポジウム等について，出席要請を

行った（又は受けた）ことがあると回答したのは，２７名（うち社員のみに

対して２４名，協力企業等のみに対して１名，社員及び協力企業等に対して

２名）。 

    ○特定の意見を表明すること又は第三者の立場を装って特定の意見を表明す

ることを要請した（又はされた）ことがあると回答した者はいなかった。 

 

  ■聴き取り調査結果 

○調査対象シンポジウム等に関して業務上関わりの深い部署（総務・広報・立

地部門等）の課長級以上経験者への聴き取り調査結果のポイント 

     ・調査対象シンポジウム等の開催に関する情報は，部長級以上が参加する毎

朝の情報共有会議で周知された後，部内会議・グループミーティングでも

情報提供されていた。また，発電所内のイントラネットへの掲載等を通じ

て社員に周知されていた。さらに，参考情報として毎月の協力企業等との

情報連絡会議において協力企業等にも周知されていた。 

     ・情報提供の目的は，発電所の運営に影響する社外の動きを把握させるため，

或いは，業務上の必要に応じて傍聴させるため。 

     ・原則として広報・立地部門を中心とした社員が業務として調査対象シンポ

ジウム等を傍聴していた。傍聴の目的は，国の説明内容や調査対象シンポ

ジウム等への参加者がどのような関心事項をお持ちかを把握し，今後の業

務に反映するため等。傍聴者は原則として議事録を作成し，議事録は本店

及び発電所内関係者にメールで送付，又は会議で配布していた。 

     ・特定の意見を表明すること又は第三者の立場を装って特定の意見を表明す

ることを要請した（又はされた）ことがある者はいなかった。 

    ○質問票による調査のうち，出席要請を行った（又は受けた）ことがあると回

答した者への聴き取り調査結果のポイント 

     ・社員に出席要請を行った（又は受けた）目的は，地域住民の関心事項等を

把握するとともに，国の説明内容を聞くため。また，議事録を作成し，社

内で情報共有するため。要請を行った（又は受けた）際の方法としては，

殆どが口頭であった。 

     ・協力企業等に対する出席要請は，「説明会があるが，時間の都合があえば

どうぞ」という程度の情報提供に近いものであった。 

     ・特定の意見を表明すること又は第三者の立場を装って特定の意見を表明す

ることを要請した（又はされた）ことがある者はいなかった。 
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  ②協力企業関係者に対する調査結果 

  ■聴き取り調査結果 

○聴き取り調査対象者全員が，当社からの情報提供を受けたことはあるが出席

要請を受けたことは無く，また，特定の意見を表明することを要請されたこ

とも無いとの回答であった。 

     ・毎月の協力企業との情報連絡会議において，開催日時等について，口頭で

周知されていた。（「時間と関心がある人はどうぞ」という程度） 

     ・協力企業向け配布文書（あいさつチラシ，毎月配布）でも周知されていた。 

 

  ③書類及び電子データの調査結果 

・発電所内イントラネット内の文書 

開催日時等の周知はあったが，一般的な情報提供のみであり，出席要請や特定

の意見表明要請などを行った事実は認められなかった。 

 

・発電所広報部門における調査対象シンポジウム等に関わる書類及び電子データ 

一部の調査対象シンポジウム等の議事録（当社作成）及び配付資料を確認した

が，出席要請や特定の意見表明要請などを行った事実は認められなかった。 

 

・協力企業との情報連絡会議の議事録・配布資料 

開催日時等の口頭周知，開催チラシの配布等はあったが，一般的な情報提供や

「説明会があるが，時間の都合があえばどうぞ」という程度の情報提供に近い

出席要請のみであり，特定の意見表明要請などを行った事実は認められなかっ

た。 

 

・協力企業向け配布文書（あいさつチラシ） 

開催日時等の周知はあったが，一般的な情報提供のみであり，出席要請や特定

の意見表明要請などを行った事実は認められなかった。 
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３．まとめ 

過去５年間に開催された調査対象シンポジウム等について，当社社員や協力企業

等に対し，主に業務上の必要性に基づく情報提供あるいは出席要請を行った事実は

あったが，特定の意見を表明すること又は第三者の立場を装って特定の意見を表明

することを要請した事実は無かった。 

なお，情報提供及び出席要請の内容及び方法等は，以下の通りである。 

  ■当社社員 

・ 当社社員に対しては，部長級以上が参加する毎朝の情報共有会議，部内会議，

グループミーティング，発電所内のイントラネットへの掲載を通じて情報提

供を行っていた。 

・ 情報提供の目的は，発電所の運営に影響する社外の動きを把握させるため，

或いは，業務上の必要に応じて傍聴させるため。 

・ 傍聴の目的は，調査対象シンポジウム等への参加者がどのような関心事項を

お持ちかを把握し，今後の業務に反映するため等。 

■協力企業等 

・ 調査対象シンポジウム等については協力企業等にとっても関心事であること

から，発電所構内での作業に従事する協力企業等との定期的な情報連絡会に

おいて，当社から情報提供を行っていた。 

・ 当社から出席要請を行ったとの質問票への回答も少数あったが，聴き取り調

査では，これらは「説明会があるが，時間の都合があえばどうぞ」という程

度の情報提供に近いものであり，また，協力企業関係者からの聴き取りでは，

出席を要請されたとの認識は無かった。 

 

  

以 上 
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新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業の状況について 

（週報：７月７日） 

平成 23 年７月７日 

東 京 電 力 株 式 会 社 

 

当社柏崎刈羽原子力発電所における新潟県中越沖地震後の主な点検・復旧作業の状況お

よび不適合についてお知らせいたします。 

 

主な点検・復旧状況 

○平成 23 年７月１日から７月７日までに点検および復旧を完了したもの 

・なし 

 

○平成 23 年７月８日から７月 14 日までに点検および復旧を開始するもの 

・なし 

 

○平成 23 年７月３日から７月 30 日までの主な点検・復旧作業実績・予定 

・「新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の 

主な点検・復旧作業予定（４週間工程）」・・・別紙 
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（参考）新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業に係る不適合 

「新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業における不適合等に係る当面の公表について」

にもとづく、平成 23 年６月 30 日から７月６日までのトラブル情報の発生状況については

次のとおりです。 
 

○トラブル情報（中越沖地震関連） 

平成 23 年６月 30 日～７月６日 

（平成 19 年８月 10 日～累計） 
公表区分別件数（平成 19 年８月 10 日～累計） 

Ⅰ ０件（０件） 

Ⅱ ０件（０件） 件数 
０件 

（10 件） 
Ⅲ ０件（10 件） 

 

＜平成 23 年６月 30 日～７月６日発生分＞ 

公表区分 発見日 件名 状況 

Ⅰ － － － 

Ⅱ － － － 

Ⅲ － － － 
 

○その他 

・特になし 

 

以 上 
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新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業の状況について 

（週報：７月 14 日） 

平 成 23 年 ７ 月 14 日 

東 京 電 力 株 式 会 社 

 

当社柏崎刈羽原子力発電所における新潟県中越沖地震後の主な点検・復旧作業の状況お

よび不適合についてお知らせいたします。 

 

主な点検・復旧状況 

○平成 23 年７月８日から７月 14 日までに点検および復旧を完了したもの 

・なし 

 

○平成 23 年７月 15 日から７月 21 日までに点検および復旧を開始するもの 

・なし 

 

○平成 23 年７月 10 日から８月６日までの主な点検・復旧作業実績・予定 

・「新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の 

主な点検・復旧作業予定（４週間工程）」・・・別紙 
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（参考）新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業に係る不適合 

「新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業における不適合等に係る当面の公表について」

にもとづく、平成 23 年７月７日から７月 13 日までのトラブル情報の発生状況については

次のとおりです。 
 

○トラブル情報（中越沖地震関連） 

平成 23 年７月７日～７月 13 日 

（平成 19 年８月 10 日～累計） 
公表区分別件数（平成 19 年８月 10 日～累計） 

Ⅰ ０件（０件） 

Ⅱ ０件（０件） 件数 
０件 

（10 件） 
Ⅲ ０件（10 件） 

 

＜平成 23 年７月７日～７月 13 日発生分＞ 

公表区分 発見日 件名 状況 

Ⅰ － － － 

Ⅱ － － － 

Ⅲ － － － 
 

○その他 

・不適合情報（中越沖地震関連、ＧⅠ、ＧⅡ、ＧⅢグレード、対象外） 

（含む、中越沖地震関連、Ａｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄグレード、対象外） 

平成 23 年６月１日～30 日 

（平成 19 年７月 16 日～累計） 

件数 
０件 

（3,778 件） 

 

以 上 
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新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業の状況について 

（週報：７月 21 日） 

平成 23 年７月 21 日 

東 京 電 力 株 式 会 社 

 

当社柏崎刈羽原子力発電所における新潟県中越沖地震後の主な点検・復旧作業の状況お

よび不適合についてお知らせいたします。 

 

主な点検・復旧状況 

○平成 23 年７月 15 日から７月 21 日までに点検および復旧を完了したもの 

・４号機 主変圧器点検（搬入・据付作業）：７月 19 日完了 

・４号機 所内変圧器点検（搬入・据付作業）：７月 19 日完了 

・４号機 励磁変圧器点検（搬入・据付作業）：７月 19 日完了 

 

○平成 23 年７月 22 日から７月 28 日までに点検および復旧を開始するもの 

・なし 

 

○平成 23 年７月 17 日から８月 13 日までの主な点検・復旧作業実績・予定 

・「新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の 

主な点検・復旧作業予定（４週間工程）」・・・別紙 
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（参考）新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業に係る不適合 

「新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業における不適合等に係る当面の公表について」

にもとづく、平成 23 年７月 14 日から７月 20 日までのトラブル情報の発生状況については

次のとおりです。 
 

○トラブル情報（中越沖地震関連） 

平成 23 年７月 14 日～７月 20 日 

（平成 19 年８月 10 日～累計） 
公表区分別件数（平成 19 年８月 10 日～累計） 

Ⅰ ０件（０件） 

Ⅱ ０件（０件） 件数 
０件 

（10 件） 
Ⅲ ０件（10 件） 

 

＜平成 23 年７月 14 日～７月 20 日発生分＞ 

公表区分 発見日 件名 状況 

Ⅰ － － － 

Ⅱ － － － 

Ⅲ － － － 
 

○その他 

・特になし 

 

以 上 
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新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業の状況について 

（週報：７月 28 日） 

平成 23 年７月 28 日 

東 京 電 力 株 式 会 社 

 

当社柏崎刈羽原子力発電所における新潟県中越沖地震後の主な点検・復旧作業の状況お

よび不適合についてお知らせいたします。 

 

主な点検・復旧状況 

○平成 23 年７月 22 日から７月 28 日までに点検および復旧を完了したもの 

・２号機主排気ダクト点検・復旧作業：７月 22 日完了 

 

○平成 23 年７月 29 日から８月４日までに点検および復旧を開始するもの 

・なし 

 

○平成 23 年７月 24 日から８月 20 日までの主な点検・復旧作業実績・予定 

・「新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の 

主な点検・復旧作業予定（４週間工程）」・・・別紙 
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（参考）新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業に係る不適合 

「新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業における不適合等に係る当面の公表について」

にもとづく、平成 23 年７月 21 日から７月 27 日までのトラブル情報の発生状況については

次のとおりです。 
 

○トラブル情報（中越沖地震関連） 

平成 23 年７月 21 日～７月 27 日 

（平成 19 年８月 10 日～累計） 
公表区分別件数（平成 19 年８月 10 日～累計） 

Ⅰ ０件（０件） 

Ⅱ ０件（０件） 件数 
０件 

（10 件） 
Ⅲ ０件（10 件） 

 

＜平成 23 年７月 21 日～７月 27 日発生分＞ 

公表区分 発見日 件名 状況 

Ⅰ － － － 

Ⅱ － － － 

Ⅲ － － － 
 

○その他 

・特になし 

 

以 上 
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新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定（４週間工程）（1／1） 平成23年７月28日

 別紙

項　　　目 点検・復旧状況

２号機 タービン設備関連 タービン点検 Tb Tb Tb Tb H21/12/７より高圧・低圧タービン（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）詳細点検開始。

その他設備関連 主変圧器点検 E E E E H22/６/15より搬入・据付作業開始。

所内変圧器点検 E E E E H21/11/30より搬入・据付作業開始。

励磁変圧器点検 E E E E H21/11/30より搬入・据付作業開始。

主発電機点検 E E E E H20/３/19より点検開始。

主排気ダクト点検・復旧 Rx Rx Rx Rx H23/７/22ダクト復旧作業完了。

耐震強化関連 配管等サポート Rx Rx Rx Rx H23/２/１より強化工事開始。

３号機 原子炉設備関連 原子炉格納容器閉鎖作業 Rx Rx H23/３/３閉鎖作業開始。

系統健全性確認 系統機能試験 運転評価 運評 運転評価 運転評価 H22/11/16より試験開始。

４号機 タービン設備関連 タービン点検 Tb Tb Tb Tb
H21/８/３より高圧・低圧タービン（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）詳細点検開始。
H22/７/５より高圧・低圧タービン（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）復旧作業開始。

その他設備関連 主変圧器点検 E E E E H23/７/19搬入・据付作業完了。

所内変圧器点検 E E E E H23/７/19搬入・据付作業完了。

励磁変圧器点検 E E E E H23/７/19搬入・据付作業完了。

主発電機点検 E E E E H20/１/15より点検開始。

原子炉再循環ポンプ可変周波数電源装置入力変圧器点検 E E E E H21/６/12より搬入・据付作業開始。

耐震強化関連 配管等サポート Rx Rx Rx Rx Ｈ23/１/17より強化工事開始。H23/６/27より原子炉圧力容器付属構造物強化作業開始。

その他 構内外道路・法面等復旧・補強作業 土木 土木 土木 土木 構内外道路復旧作業中。

※各設備の点検結果については、まとまり次第お知らせします。

※各項目の点検・復旧作業および実施期間については、状況により変更する場合があります。

※１号機、５号機、６号機、７号機は運転中です。

７月24日（日）～７月30日（土） ８月７日（日）～８月13日（土）

【点検・復旧状況】
◆平成23年７月24日（日）～平成23年８月20日（土）

設　備 ７月31日（日）～８月６日（土） ８月14日（日）～８月20日（土）

 4
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